
宅地造成等規制法の一部を改正する法律案に対する修正案要綱 

 

 

○ 検討条項の修正 

  政府は、この法律の施行後五年以内に、宅地造成等工事規制区

域及び特定盛土等規制区域以外の土地における盛土等の状況その

他この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、盛土等

に関する工事、土砂の管理等に係る規制の在り方について検討を

加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措

置を講ずるものとする旨の検討条項に修正すること。 

 

 


